
水道料金改定（案）に対するパブリックコメントに寄せられたご意見への回答について 

 

意見募集（パブリックコメント）実施の概要 

1 意見募集期間          令和 6 年 10 月 7 日（月）から令和 6 年 10 月 28 日（月）まで 

2 意見提出者            5 名 

3 意見内容及び回答       以下のとおり 

 

投稿日 令和６年 10 月 21 日   

ご意見内容 

① 料金値上げ反対。 

② PFOS 処理費が料金に転嫁されると聞くが、状況からして米軍（普天間基地）が原因である可能性でほぼ間違いない。したがっ

て、米軍へ供給する水道料金を値上げするべきである。 

③ の理由から防衛補助も活用すべきである。 

意見に対する回答 

 

本市の水道水は、沖縄県企業局が管理する北谷浄水場から受水しております。北谷浄水場の水源である比謝川や天願川、嘉

手納井戸群からは、比較的高濃度の PFOS 等が検出されているため、県企業局北谷浄水場においては、PFOS 等の濃度低減

化対策として、高機能粒状活性炭による PFOS 等の除去処理を行っております。県企業局北谷浄水場ではその PFOS 等の対策

費が大きな負担となっていることから、PFOS 等の対策費に係る費用は、これまでも国に対し負担要請を行っており、引き続き国へ

費用負担を強く求めていく意向であると伺っております。北谷浄水場の PFOS 等の対策費に係る費用が、今般の県企業局の水

道料金値上げの一因でもあることから、本市といたしましては、県から国への要請等の依頼がございましたら、関係市町村とも連

携を図りながら取り組んで参りたいと考えております。 

 

この度の本市の水道料金改定につきましては、本市の水道事業が今後も引き続き、健全で持続安定した経営環境の確保を図

るためには、必要不可欠となっておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 



投稿日 ① 令和６年 10 月 21 日   ②令和 6 年 10 月 23 日  

意見内容 

 

①水道料金の値上げは反対です。最近の物価高上昇や燃料費の高騰、電気、ガスも値上がりし、共働きが当たり前の 

世の中で、水道は生活していく中で欠かせません。赤字で大変なのは分かりますが、私たち宜野湾市民も大変なんで 

す。どうか値上げだけはしないで欲しいです。 

②何もかも上がり、給料は上がらない。今でも苦しいのに、もっと上がると、風呂も１日おきになる。本当に値上げはやめてください。

生活ができなくなる。 

 

意見に対する回答 

 

本市の水道料金は、平成 5 年度の料金改定以降約３０年にわたって経営の合理化や経費削減などに取組み、現行の料金を

維持しつつ、市民生活や産業活動を支えるライフラインとして、安全な水の安定供給に努めて参りましたが、今般の県企業局の

水道料金の改定に伴い、本市の令和６年度の水道事業会計予算においては、欠損金が生じる赤字予算となっております。本市

の水道事業が今後も引き続き、健全で持続安定した経営環境の確保を図るためには、水道料金の改定は必要不可欠となってお

ります。 

本市における今般の料金改定は、物価高騰等の諸般の情勢に伴う市民の皆様や事業者などへの負担軽減等を勘案した結

果、県企業局の改定額３３円４６銭より、４６銭圧縮した１㎥あたり３３円の値上げとする料金改定となっておりますので、ご理解を賜

りますようお願い申し上げます 

。 

投稿日 令和 6 年 10 月 22 日  

意見内容 

 

事業所ですが、事業所向けの水道料金が高すぎると思います。飲食店ではなく、トイレくらいしか使わないのに、基本料金が高

いです。事業所の種類によって、基本料金を分けてほしいです。 

 

意見に対する回答 

 

事業所など、水道料金表で区分されております営業用の用途は、事務所や飲食店・病院やホテルなど、その用途や規模もさま

ざまであり、同一用途の事業所間においても使用水量が一定ではない為、事業所毎に基本料金を設定することは、極めて困難

であると考えておりますが、使用水量に応じた基本料金の設定方法につきましては、今後、調査研究をして参りたいと考えており

ます。 

 



 

投稿日 令和 6 年 10 月 22 日  

意見内容 

 

他府県では、ひとり親家庭の減額や免除がある市町村があるようです。水道代が上がるのであれば、宜野湾市もそのような制

度があれば助かります。 

 

意見に対する回答 

 

本市における水道料金の減免につきましては、地震など災害による水道管破損等の漏水に対する減免制度はございますが、

ひとり親家庭等に特化した減免制度は現在ございませんので、今後どのような対応ができるか、ひとり親家庭支援担当部署とも連

携を図りながら調査研究して参りたいと考えております。 

 

参考までに、本市のひとり親家庭支援の担当部署においては、パパ・ママお仕事応援事業などの仕事・資格に関する支援や、

母子及び父子家庭等医療費助成事業の経済的支援、ひとり親家庭子どもの生活支援・学習支援事業など経済的に厳しい状況

に置かれたひとり親家庭等の自立支援等に取組んでいるところで御座います。 

 

 


